
市では、介護保険法の一音B改正に伴い、これまで国の省令により規定されていた

一部基準が、市の定める条例により規定されることとなつたことにより、新たに制

定する2つの条例の内容について、市民のL.L様からのご意見等を募集 します。

(1)南相馬市掲定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 (案 )

(2)南相馬市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべき

基準に関する条例 (案 )

見等の提出期

平成27年 5月 11日 (月 )から5月 24日 (日 )

の公表場 (閉庁日、休館日を除<)

市役所長寿福祉課及び市民課、各区役所市民福祉課、

市民情報交流センター、市ホームページ

各生涯学習センター

平成27年 5月 11日 (月 )から5月 24日 (日 )

書式は自由です。住所、氏名、電話番号を明記の上、窓□に持参、郵便、ファック

ス、電子メールなどでご提案<ださい (法人や団体の場合は、名称、所在地、代表

者名を明記して<ださい。)

出先 日間合

〒975-8686 南相馬市原町区本町三丁目27番地

長寿福祉課 丁EL.24-5334 FA×.24-5740
E―man:chOlufukushi@city.minamisoma.lg.ip



南相馬市指定介護予防支援事業運営基準等及び地域包括支援
センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例 (素案 )

1 介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防支援事業運営基準等及び地域

包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例 (案)の概要

2 新たに制定する条例 (案 )

(1)南相馬市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 (案)

(2)南相馬市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべ

き基準に関する条例 (案)



介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防支援事業運営基準等及び地域包括

支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例 (案)の概要

1 条例立案の経緯

住民に身近な行政は、できる限 り地方自治体が担い、その自主性を発揮するとともに、

地域住民が地方行政に参画 し協働 していくことを目指す改革が、地方分権改革です。これ

まで 20年以上に渡 り、国から地方、都道府県から市町村への権限委譲や規制緩和を進め

てまいりました。今回、第 3次一括法 (地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律 (平成 25年 6月 14日 公布)に より、介護

保険法の一部が改正 されたことにより、それまで国が定めた基準により行つていた施策の

一部が市町村の定める条例に委任 されることにな りました。

これにより市の独 自性が増 し、より地域の実情に沿つた制度運用を行 うことが可能 とな

ります。

2 新たに制定する条例 (案 )

(1)南相馬市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係 る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例 (案 )

(2)南相馬市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関

する条例 (案 )

(参考 :対象サービス及び該当する基準省令 )

サー ビス種別 基準省令

介護予防支援

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準

地域包括支援センター (包括的支援事業) 介護保険法施行規則 (第 140条 の66)

条例の制定にあたつての考え方

条例の制定にあたつては、次のとお り取 り扱 うものとします。

従 うべき基準
「必ず適合しなければならない基準」であり、異なる内容を定めるこ

とは許されないもののため、これに従 う。

参酌すべき基準

本市の実情に、国の基準を下回る内容を定めなければならない特段の

事情は無いことから、原則 として国の基準 どお りとする。

ただ し、介護予防支援等の利用者の保護、事業者におけるサービスの

質の確保・向上、利用者の負担軽減等の観点から検討項 目を決定し、

その検討結果を反映させることとする。



4 条例 (案)の全体構成

(1)南相馬市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係 る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例 (案 )

(従 :従 うべき基準、参 :参酌すべき基準 )

条例 (案)の構成 基 準 厚生省令の構成

第 1章 総則

第 1条 (趣 旨) 第 1条 (趣旨及び基本方針 )

第 24ミ (指定介護予防支援事業者の指定に係る事

業者の要件)

※

第 3条 (基本方針 )

第 2章 人員 に関する基準 第 2章 人員に関する基準

第 4条 (従業者の員数 ) 従 第 2条 (従業者の人数 )

第 5条 (管理者 ) 従 第 3条 (管理者 )

第 3章 運営に関する基準 第 3章 運営に関する基準

第 6条 (内容及び手続きの説明及び同

意 )

1・ 2項 従

3～ 7項 参

第 4条 (内 容及び手続きの説明及び同

意 )

第 7条 (提供拒否の禁止 ) 従 第 5条 (提供拒否の禁止 )

第 8条 (サービス提供困難時の対応 ) 参 第 6条 (サービス提供困難時の対応 )

第 9条 (受給資格等の確認 ) 参 第 7条 (受給資格等の確認 )

第 10条 (要支援認定の申請に係る援助) 参 第 8条 (要支援認定の申請に係る援助 )

第 11条 (身分を証す る書類の携行 ) 参 第 9条 (身分を証する書類の携行 )

第 12条 (利用料等の受領 ) 参 第 10条 (利用料等の受領 )

第 13条 (保険給付の請求のための証明書の交付) 参 第 11条 (保険給付の請求のための証明書の交付 )

第 14条 (指定介護予防支援の業務の委託) 参 第 12条こ (指定介護予防支援の業務の委託)

第 15条 (法定代理受領サービスに係る報告) 参 第 13会:(法定代理受領サービスに係る報告 )

第 16条 (利 用者に対する介護予防サービス計画

書等の書類の交付)

参
第 144ミ (利用者に対する介護予防サービス計画書

等の書類の交付)

第 17条 (利用者に関する市への通知 ) 参 第 15条 (利用者に関する市町村への通

知 )

第 18条 (管理者の責務 ) 参 第 16条 (管理者の責務 )

第 19条 (運営規定) 参 第 17条 (運営規定)

第 20条 (勤務体制の確保 ) 参 第 18条 (勤務体制の確保 )

第 21条 (設備及び備品等 ) 参 第 19条 (設備及び備品等 )

第 22条 (従業者の健康管理 ) 参 第 20条 (従業者の健康管理 )

第 23条 (掲示 ) 参 第 21条 (掲示)

第 24条 (秘密保持 ) 従 第 22条 (秘密保持 )



第 25条 (広告 ) 参 第 23条 (広告 )

第 26条こ (介護予防サービス事業者等からの利益

収受の禁止等)

参
第 24多ミ(介護予防サービス事業者等からの利益収

受の禁止等)

第 27条 (苦情解決 ) 参 第 25条 (苦情処理 )

第 28条 (事故発生時の対応 ) 従 第 26条 (事故発生時の対応 )

第 29条 (会計の区分) 参 第 27条 (会計の区分 )

第 30条 (記録の整備 ) 参 第 28条 (記録の整備 )

第 31条 (指定介護予防支援の基本取扱方針) 参 第 29条 (指定介護予防支援の基本取扱方針)

第 32条さ(指定介護予防支援の具体的取扱方針) 参 第 304ミ (指定介護予防支援の具体的取扱い方針)

第 33条三 (介護予防支援の提供に当たっての留意

点)

参
第 31条 (介護予防支援の提供に当たっての留意

点 )

第 34条 (準用 ) 参 第 32条 (準用)

第 35条 (委任 )

第 1項 (施行期 日) 参 第 1項 (施行期 日)

参 第 2項 (経過措置 )

※法第 115条の 22第 2項第 1号に規定 されている事項

(2)南相馬市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関す

る条例 (案 )

(従 :従 うべき基準、参 :参酌すべき基準)

5 人員、設備及び運営に関する基準条例について

上記 3の基準の考え方よる指定基準 と整合性に基づき、下記のとお り市独 自基準を定め

ます。その他の事項は、 2(参考)及び 4の表に示す現行の国基準省令に準拠 します。

条例 (案)の構成 基 準 厚生省令の構成

第 1条 (趣旨)

第 2条 (定義 )

第 3条 (基本方針 ) 参 1-ロ ー (3)一イ

第 4条 (運営に係 る基準) 参 1-ロ ー (3)一 ロ

第 5条 (職員に係る基準及び当該職員の員数) 従 1-イ・ ロ

第 6条 (委任 )

附則



(1)介護予防支援台帳等の保存期間を 5年 とする。

【南相馬市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 (案 )

第30条第2項】

国の基準

(参酌すべき基準)

利用者の介護サービスの提供に関する記録は、その完結の 日か ら2

年間保存 しなければならない。

市の基準 第 30条第 2項に定める項 目について 5年 とする。

(理由)

介護予防・ 日常生活支援総合事業は、市町村が実施主体であることから、地方 自治法第

236条 第 1項の規定により5年 とする。

【地方自治法第 236条第 1項】 (金銭債権の消滅時効)

第二百三十六条  金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるも

のを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、

金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

(2)事業者及び職員の資格事項に暴力団員等でない旨の項 目を追カロする。

【南相馬市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 (案 )

第3条第5項及び6項】

国の基準

(参酌すべき基準 )

基準規定な し

市の基準

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年法律

第 77号 )」 第 2条第 2号及び「南相馬市暴力団排除条例 (平成 24
年条例第 23号 )」 第 2条第 3号を規定する。

(理由)

暴力団員及び暴力団関係者による介護サービス事業への関与を防止することで、介護保

険給付費等が暴力団組織へ還流することを防ぐと同時に、市民の安心、安全を確保する

ため。



南 相 馬 市 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 の 指 定 の 要 件 並 び に 指 定 介

護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 支 援

等 に係 る介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る基 準

を 定 め る 条 例 (素 案 )

日次

第 1章  総 則 (第 1条 一 第 3条 )

第 2章  人 員 に 関 す る 基 準 (第 4条 ・ 第 5条 )

第 3章  運 営 に 関 す る 基 準 (第 6条 一 第 30条 )

第 4章  介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る基 準 (第

31条 一 第 33条 )

第 5章  基 準 該 当 介 護 予 防 支 援 に 関 す る 基 準 (第 34条 )

第 6章  雑 則 (第 35条 )

付 則

第 1章  総 則

(趣 旨 )

第 1条   こ の 条 例 は 、 介 護 保 険 法 (平 成 9年 法 律 第 123号 。 以 下

「法 」 とい う。 )第 59条 第 1項 第 1号 、 法 第 H5条 の 22第 2項 第

1号 並 び に 法 第 H5条 の 24第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 に 基 づ き 、 指

定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 (法 第 58条 第 1項 に 規 定 す る指 定 介 護 予 防

支 援 事 業 者 を い う。 以 下 同 じ。 )の 指 定 に係 る 事 業 者 の 要 件 、 指

定 介 護 予 防 支 援 (同 項 に 規 定 す る指 定 介 護 予 防 支 援 を い う。 以 下

同 じ。 )の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 支 援 等 に係 る

介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る基 準 並 び に これ ら

の 基 準 の うち基 準 該 当 予 防 支 援 (法 第 59条 第 1項 第 1号 に 規 定 す

る基 準 該 当 予 防 支 援 を い う。 以 下 同 じ。 )の 事 業 に 関 す る基 準 を

定 め る も の とす る。

(指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 の 指 定 に 係 る事 業 者 の 要 件 )

第 2条  法 第 H5条 の 22第 2項 第 1号 の 条 例 で 定 め る者 は 、 法 人 と

す る。

(基 本 方 針 )

第 3条  指 定 介 護 予 防 支 援 の 事 業 は 、 当 該 事 業 利 用 者 が 可 能 な 限 り

そ の 居 宅 に お い て 、 自立 した 日常 生 活 を 営 む こ との で き る よ うに

配 慮 して 行 わ れ る も の で な け れ ば な らな い 。



第

指 定 介 護 予 防 支 援 の 事 業 は 、 利 用 者 の 心 身 の 状 況 、 そ の 置 か れ

て い る環 境 等 に 応 じて 、 利 用 者 の 選 択 に 基 づ き 、 利 用 者 の 自立 に

向 け て 設 定 され た 目標 を 達 成 す る た め に 、 適 切 な 保 健 医 療 サ ー ビ

ス 及 び 福 祉 サ ー ビ ス が 、 当該 目標 を踏 ま え 、 多 様 な 事 業 者 か ら、

総 合 的 か つ 効 率 的 に提 供 され る よ う配 慮 して 行 わ れ る も の で な け

れ ば な らな い 。

指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 の 提 供 に 当 た っ

て は 、 利 用 者 の 意 思 及 び 人 格 を 尊 重 し、 常 に利 用 者 の 立 場 に 立 っ

て 、 利 用 者 に 提 供 され る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビス 等 (法 第 8条 の 2

第 18項 に 規 定 す る指 定 介 護 予 防 サ ー ビス 等 を い う。 以 下 同 じ。 )

が 特 定 の 種 類 又 は 特 定 の 介 護 予 防 サ ー ビス 事 業 者 若 し くは 地 域 密

着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 (以 下 「介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者

等 」 とい う。 )に 不 当 に 偏 す る こ との な い よ う、 公 正 中 立 に行 わ

な け れ ば な らな い 。

指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 事 業 の 運 営 に 当 た つ て は 、 地 域 包

括 支 援 セ ン タ ー (法 第 115条 の 46第 1項 に 規 定 す る 地 域 包 括 支 援

セ ン タ ー を い う。 以 下 同 じ。 )、 老 人 福 祉 法 (昭 和 38年 法 律 第

133号 )第 20条 の 7の 2に 規 定 す る 老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー 、 指 定

居 宅 介 護 支 援 事 業 者 (法 第 46条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 介 護 支

援 事 業 者 を い う。 以 下 同 じ。 )、 他 の 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 、

介 護 保 険 施 設 (法 第 8条 第 24項 に 規 定 す る介 護 帆 保 険 施 設 を い う。

以 下 同 じ。 )、 住 民 に よ る 自発 的 な 活 動 に よ る サ ー ビス を含 め た

地 域 に お け る様 々 な 取 組 を 行 う者 等 及 び 市 との 連 携 に 努 め な けれ

ば な らな い 。

指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 及 び そ の 職 員 は 、 暴 力 団 員 に よ る不 当

な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る法 律 (平 成 3年 法 律 第 77号 )第 2条 第 2

号 に 規 定 す る暴 力 団 及 び 南 相 馬 市 暴 力 団 排 除 条 例 (平 成 24年 条 例

第 23号 )第 2条 第 3号 に 規 定 す る暴 力 団 関 係 者 で あ っ て は な らな

い 。

指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 及 び そ の 職 員 は 、 暴 力 団 の 活 動 を助 長

し、 又 は 暴 力 団 の 運 営 に 資 す る こ と とな る活 動 を して は な らな い 。

第 2章  人 員 に 関 す る 基 準

(従 業 者 の 員 数 )

4条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 当該 指 定 に係 る事 業 所 (以 下



「指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 」 とい う。 )ご とに 1以 上 の 員 数 の 指

定 介 護 予 防 支 援 の 提 供 に 当 た る必 要 な 数 の 保 健 師 そ の 他 の 指 定 介

護 予 防 支 援 に 関 す る 知 識 を 有 す る 職 員 (以 下 「担 当 職 員 」 と い

う。 )を 置 か な け れ ば な ら な い 。

(管 理 者 )

第 5条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 ご と

に 常 勤 の 管 理 者 を 置 か な け れ ば な らな い 。

2 前 項 に 規 定 す る管 理 者 は 、 専 らそ の 職 務 に 従 事 す る者 で な け れ

ば な らな い 。 た だ し、 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 の 管 理 に 支 障 が な

い 場 合 は 、 当該 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 の 他 の 業 務 に 従 事 し、 又

は 当該 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 で あ る 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 業

務 に 従 事 す る こ とが で き る も の とす る。

第 3章  運 営 に 関 す る基 準

(内 容 及 び 手 続 の 説 明 及 び 同 意 )

第 6条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 の 提 供 の 開

始 に 際 し、 あ らか じめ 、 利 用 申 込 者 又 は そ の 家 族 に 対 し、 第 19条

に 規 定 す る運 営 規 程 の 概 要 そ の 他 の 利 用 申 込 者 の サ ー ビス の 選 択

に 資 す る と認 め られ る 重 要 事 項 を 記 した 文 書 を 交 付 して 説 明 を行

い 、 当該 提 供 の 開 始 に つ い て 利 用 申込 者 の 同 意 を得 な け れ ば な ら

な い 。

2 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 の 提 供 の 開 始 に

際 し、 あ らか じめ 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 (法 第 8条 の 2第 18項

に 規 定 す る介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 を い う。 以 下 同 じ。 )が 第 3条

に 規 定 す る基 本 方 針 及 び 利 用 者 の 希 望 に 基 づ き 作 成 され る も の で

あ る こ と等 に つ き 説 明 を行 い 、 理 解 を 得 な け れ ば な らな い 。

3  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 利 用 申 込 者 又 は そ の 家 族 か ら 申

出 が あ つ た 場 合 に は 、 第 1項 の 規 定 に よ る 文 書 の 交 付 に 代 え て 、

第 6項 で 定 め る と こ ろ に よ り、 当該 利 用 申 込 者 又 は そ の 家 族 の 承

諾 を 得 て 、 当 該 文 書 に 記 す べ き 重 要 事 項 を 電 子 情 報 処 理 組 織 を使

用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術 を 使 用 す る方 法 で あ っ て 次 に

掲 げ る も の (以 下 「電 磁 的 方 法 」 とい う。 )に よ り提 供 す る こ と

が で き る。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、

当該 文 書 を 交 付 した も の とみ な す 。

(1)電 子 情 報 処 理 組 織 を使 用 す る 方 法 の うち ア 又 は イ に 掲 げ る



も の

ア  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 の 使 用 に係 る 電 子 計 算 機 と利 用 申

込 者 又 は そ の 家 族 の 使 用 に 係 る電 子 計 算 機 と を接 続 す る電 気

通 信 回 線 を 通 じて 送 信 し、 受 信 者 の 使 用 に 係 る電 子 計 算 機 に

備 え られ た フ ァ イ ル に記 録 す る方 法

イ  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 の 使 用 に係 る 電 子 計 算 機 に備 え ら

れ た フ ァイ ル に 記 録 され た 第 1項 に 規 定 す る 重 要 事 項 を 電 気

通 信 回 線 を 通 じて 利 用 申込 者 又 は そ の 家 族 の 閲 覧 に供 し、 当

該 利 用 申込 者 又 は そ の 家 族 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に備 え ら

れ た フ ァイ ル に 当 該 重 要 事 項 を 記 録 す る 方 法 (電 磁 的 方 法 に

よ る提 供 を 受 け る 旨 の 承 諾 又 は 受 け な い 旨 の 申 出 を す る場 合

に あ つ て は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 の 使 用 に係 る電 子 計 算

機 に 備 え られ た フ ァ イ ル に そ の 旨 を記 録 す る 方 法 )

(2)磁 気 デ ィ ス ク 、 シ ー ・ デ ィー 。ロ ム そ の 他 これ ら に 準 ず る

方 法 に よ リー 定 の 事 項 を確 実 に 記 録 して お く こ とが で き る物 を

も つ て 調 製 す る フ ァ イ ル に 第 1項 に 規 定 す る 重 要 事 項 を記 録 し

た も の を 交 付 す る方 法

前 項 に 掲 げ る 方 法 は 、 利 用 申 込 者 又 は そ の 家 族 が フ ァイ ル ヘ の

記 録 を 出 力 す る こ とに よ り文 書 を 作 成 す る こ とが で き る も の で な

け れ ば な らな い 。

第 3項 第 1号 の 「電 子 情 報 処 理 組 織 」 と は 、 指 定 介 護 予 防 支 援

事 業 者 の 使 用 に係 る電 子 計 算 機 と、 利 用 申込 者 又 は そ の 家 族 の 使

用 に係 る電 子 計 算 機 と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 した 電 子 情 報 処 理 組

織 を い う。

指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 第 3項 の 規 定 に よ り第 1項 に 規 定

す る 重 要 事 項 を 提 供 し よ う とす る と き は 、 あ らか じ め 、 当該 利 用

申込 者 又 は そ の 家 族 に 対 し、 そ の 用 い る 次 に 掲 げ る 電 磁 的 方 法 の

種 類 及 び 内 容 を 示 し、 文 書 又 は 電 磁 的 方 法 に よ る承 諾 を得 な けれ

ば な らな い 。

(1)第 3項 各 号 に 規 定 す る方 法 の うち 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者

が 使 用 す る も の

(2)フ ァイ ル ヘ の 記 録 の 方 式

前 項 の 規 定 に よ る承 諾 を 得 た 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 当該

利 用 申 込 者 又 は そ の 家 族 か ら文 書 又 は 電 磁 的 方 法 に よ り電 磁 的 方



法 に よ る提 供 を 受 け な い 旨 の 申 出 が あ つ た 場 合 は 、 当 該 利 用 申 込

者 又 は そ の 家 族 に 対 し、 第 1項 に 規 定 す る重 要 事 項 の 提 供 を 電 磁

的 方 法 に よ っ て して は な らな い 。 た だ し、 当 該 利 用 申 込 者 又 は そ

の 家 族 が 再 び 前 項 の 規 定 に よ る 承 諾 を した 場 合 は 、 こ の 限 りで な

い 。

(提 供 拒 否 の 禁 止 )

第 7条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 正 当 な 理 由 な く指 定 介 護 予 防

支 援 の 提 供 を拒 ん で は な らな い 。

(サ ー ビ ス 提 供 困 難 時 の 対 応 )

第 8条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 当 該 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所

の 通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 (当 該 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 が 通 常 時

に 指 定 介 護 予 防 支 援 を 提 供 す る地 域 を い う。 以 下 同 じ。 )等 を 勘

案 し、 利 用 申 込 者 に 対 し 自 ら適 切 な 指 定 介 護 予 防 支 援 を提 供 す る

こ とが 困 難 で あ る と認 め た 場 合 は 、 他 の 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者

の 紹 介 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じな け れ ば な らな い 。

(受 給 資 格 等 の 確 認 )

第 9条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 の 提 供 を 求

め られ た 場 合 に は 、 当該 提 供 を 求 め た 者 の 提 示 す る被 保 険 者 証 に

よ っ て 、 被 保 険 者 資 格 、 要 支 援 認 定 (法 第 19条 第 2項 に 規 定 す る

要 支 援 認 定 を い う。 以 下 同 じ。 )の 有 無 及 び 要 支 援 認 定 の 有 効 期

間 を 確 か め る も の とす る。

(要 支 援 認 定 の 申請 に係 る援 助 )

第 10条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 被 保 険 者 の 要 支 援 認 定 に か か

る 申請 に つ い て 、 利 用 申 込 者 の 意 思 を踏 ま え 、 必 要 な 協 力 を行 わ

な け れ ば な らな い 。

2 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 の 提 供 の 開 始 に

際 し、 要 支 援 認 定 を 受 け て い な い 利 用 申 込 者 に つ い て は 、 要 支 援

認 定 の 申 請 が 既 に 行 わ れ て い る か ど うか を確 認 し、 申請 が 行 わ れ

て い な い 場 合 は 、 当 該 利 用 申 込 者 の 意 思 を踏 ま え て 速 や か に 当該

申 請 が 行 わ れ る よ う必 要 な 援 助 を 行 わ な け れ ば な らな い 。

3 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 要 支 援 認 定 の 更 新 の 申請 が 、 遅 く

と も 当 該 利 用 者 が 受 け て い る 要 支 援 認 定 の 有 効 期 間 の 満 了 日の 30

日前 に は 行 わ れ る よ う、 必 要 な 援 助 を行 わ な け れ ば な らな い 。

(身 分 を 証 す る 書 類 の 携 行 )



第 H条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 当 該 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所

の 担 当職 員 に 身 分 を証 す る書 類 を 携 行 させ 、 初 回 訪 間 時 及 び 利 用

者 又 は そ の 家 族 か ら求 め られ た と き は 、 これ を提 示 す べ き 旨 を指

導 しな け れ ば な らな い 。

(利 用 料 等 の 受 領 )

第 12条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 (法 第 58条

第 4項 の 規 定 に 基 づ き介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 (同 条 第 2項 に規

定 す る介 護 予 防 サ ー ビス 計 画 費 を い う。 以 下 同 じ。 )が 当 該 指 定

介 護 予 防 支 援 事 業 者 に 支 払 わ れ る場 合 に係 る も の を 除 く。 )を 提

供 した 際 に そ の 利 用 者 か ら支 払 を 受 け る利 用 料 (介 護 予 防 サ ー ビ

ス 計 画 費 の 支 給 の 対 象 と な る 費 用 に 係 る 対 価 を い う。 以 下 同

じ。 )の 額 と、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 の 額 との 間 に 、 不 合 理 な

差 額 が 生 じな い よ うに しな け れ ば な らな い 。

(保 険 給 付 の 請 求 の た め の 証 明 書 の 交 付 )

第 13条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 提 供 した 指 定 介 護 予 防 支 援 に

つ い て 前 条 の 利 用 料 の 支 払 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 利 用 料 の 額 等

を記 載 した 指 定 介 護 予 防 支 援 提 供 証 明 書 を利 用 者 に 対 して 交 付 し

な けれ ば な らな い 。

(指 定 介 護 予 防 支 援 の 業 務 の 委 託 )

第 14条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 法 第 H5条 の 23第 3項 の 規 定

に よ り指 定 介 護 予 防 支 援 の 一 部 を 委 託 す る場 合 に は 、 次 に 掲 げ る

事 項 を 遵 守 しな け れ ば な ら な い 。

(1)委 託 に 当 た つ て は 、 中 立 性 及 び 公 正 性 の 確 保 を 図 る た め 南

相 馬 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 協 議 会 (南 相 馬 市 地 域 包 括 支 援

セ ン タ ー 運 営 協 議 会 設 置 要 綱 (平 成 18年 告 示 第 200号 ))の 議

を経 な けれ ば な らな い こ と。

(2)委 託 に 当 た つ て は 、 適 切 か つ 効 率 的 に 指 定 介 護 予 防 支 援 の

業 務 が 実 施 で き る よ う委 託 す る 業 務 の 範 囲 、 業 務 量 等 に つ い て

配 慮 す る こ と。

(3)委 託 す る指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 の

業 務 に 関 す る 知 識 及 び 能 力 を 有 す る介 護 支 援 専 門 員 (法 第 7条

第 5項 に 規 定 す る 介 護 支 援 専 門 員 を い う。 以 下 同 じ。 )が 従 事

す る指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 で な け れ ば な らな い こ と。

(4)委 託 す る指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 に 対 し、 指 定 介 護 予 防 支



援 の 業 務 を 実 施 す る介 護 支 援 専 門 員 が 、 第 3条 、 こ の 章 及 び 次

章 の 規 定 を 遵 守 す る よ う措 置 させ な け れ ば な ら な い こ と。

(法 定 代 理 受 領 サ ー ビ ス に係 る報 告 )

第 15条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 毎 月 、 市 (法 第 53条 第 7項 に

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る法 第 41条 第 10項 の 規 定 に よ り法 第 53条

第 6項 の 規 定 に よ る審 査 及 び 支 払 に 関 す る 事 務 を 国 民 健 康 保 険 団

体 連 合 会 (国 民 健 康 保 険 法 (昭 和 33年 法 律 第 192号 )第 45条 第 5

項 に 規 定 す る 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 を い う。 以 下 同 じ。 )に 委

託 して い る場 合 に あ つ て は 、 当 該 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 )に 対

し、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 に お い て 位 置 付 け られ て い る指 定 介 護

予 防 サ ー ビ ス 等 の うち 法 定 代 理 受 領 サ ー ビ ス (法 第 53条 第 4項 の

規 定 に よ り介 護 予 防 サ ー ビス 費 が 利 用 者 に 代 わ り当 該 指 定 介 護 予

防 サ ー ビス 事 業 者 (同 条 第 1項 に 規 定 す る指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス

事 業 者 を い う。 以 下 同 じ。 )に 支 払 わ れ る場 合 の 当 該 介 護 予 防 サ

ー ビ ス 費 に 係 る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビス (同 項 に 規 定 す る指 定 介 護

予 防 サ ー ビ ス を い う。 以 下 同 じ。 )を い う。 )と して 位 置 付 け た

も の に 関 す る情 報 を 記 載 した 文 書 を 提 出 しな け れ ば な らな い 。

2 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 に位 置 付 け

られ て い る 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス (法 第 54条 第 1項 第 2号 に

規 定 す る基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス を い う。 )に 係 る特 例 介 護 予

防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 に 係 る 事 務 に 必 要 な 情 報 を 記 載 した 文 書 を 、

市 (当 該 事 務 を 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 に 委 託 して い る場 合 に あ

つ て は 、 当 該 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 )に 対 して 提 出 しな け れ ば

な らな い 。

(利 用 者 に 対 す る介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 等 の 書 類 の 交 付 )

第 16条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 要 支 援 認 定 を 受 け て い る利 用

者 が 要 介 護 認 定 (法 第 19条 第 1項 に 規 定 す る 要 介 護 認 定 を い う。

以 下 同 じ。 )を 受 け た 場 合 そ の 他 利 用 者 か らの 申 出 が あ つ た 場 合

に は 、 当該 利 用 者 に 対 し、 直 近 の 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 及 び そ の

実 施 状 況 に 関 す る 書 類 を 交 付 しな け れ ば な らな い 。

(利 用 者 に 関 す る 市 へ の 通 知 )

第 17条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 を 受 け て い

る利 用 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る場 合 は 、 遅 滞 な く、 意 見 を 付

して そ の 旨 を 市 に 通 知 しな け れ ば な ら な い 。



(1)正 当 な 理 由 な しに介 護 給 付 等 対 象 サ ー ビ ス (法 第 24条 第 2

項 に 規 定 す る介 護 給 付 等 対 象 サ ー ビ ス を い う。 )の 利 用 に 関 す

る指 示 に 従 わ な い こ と等 に よ り、 要 支 援 状 態 の 程 度 を 増 進 させ

た と認 め られ る と き又 は 要 介 護 状 態 に な つ た と認 め られ る とき 。

(2)偽 りそ の 他 不 正 の 行 為 に よ つ て 保 険 給 付 の 支 給 を 受 け 、 又

は 受 け よ う と した と き。

(管 理 者 の 責 務 )

第 18条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 の 管 理 者 は 、 当該 指 定 介 護 予 防 支

援 事 業 所 の 担 当職 員 そ の 他 の 従 業 者 の 管 理 、 指 定 介 護 予 防 支 援 の

利 用 の 申 込 み に係 る調 整 、 業 務 の 実 施 状 況 の 把 握 そ の 他 の 管 理 を

一 元 的 に 行 わ な け れ ば な らな い 。

2 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 の 管 理 者 は 、 当 該 指 定 介 護 予 防 支 援 事

業 所 の 担 当職 員 そ の 他 の 従 業 者 に こ の 章 及 び 次 章 の 規 定 を遵 守 さ

せ る た め 必 要 な 指 揮 命 令 を行 う も の とす る。

(運 営 規 程 )

第 19条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 ご と

に 、 次 に 掲 げ る 事 業 の 運 営 に つ い て の 重 要 事 項 に 関 す る規 程 (以

下 「運 営 規 程 」 とい う。 )を 定 め て お か な け れ ば な らな い 。

(1)事 業 の 目的 及 び 運 営 の 方 針

(2)職 員 の 職 種 、 員 数 及 び 職 務 内 容

(3)営 業 日及 び 営 業 時 間

(4)指 定 介 護 予 防 支 援 の 提 供 方 法 、 内 容 及 び 利 用 料 そ の 他 の 費

用 の 額

(5)通 常 の 事 業 の 実 施 地 域

(6)そ の 他 運 営 に 関 す る重 要 事 項

(勤 務 体 制 の 確 保 )

第 20条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 利 用 者 に 対 し適 切 な 指 定 介 護

予 防 支 援 を提 供 で き る よ う、 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 ご と に担 当

職 員 そ の 他 の 従 業 者 の 勤 務 の 体 制 を 定 め て お か な け れ ば な らな い 。

2 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 ご と に 、

当該 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 の 担 当職 員 に よ つ て 指 定 介 護 予 防 支

援 の 業 務 を提 供 しな けれ ば な らな い 。 た だ し、 担 当職 員 の 補 助 の

業 務 に つ い て は こ の 限 りで な い 。

3 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 担 当職 員 の 資 質 の 向 上 の た め に 、



そ の 研 修 の 機 会 を 確 保 しな け れ ば な ら な い 。

(設 備 及 び 備 品 等 )

第 21条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 事 業 を行 うた め に 必 要 な 広 さ

の 区 画 を 有 す る と と も に 、 指 定 介 護 予 防 支 援 の 提 供 に 必 要 な 設 備

及 び 備 品 等 を備 え な け れ ば な らな い 。

(従 業 者 の 健 康 管 理 )

第 22条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 担 当職 員 の 清 潔 の 保 持 及 び 健

康 状 態 に つ い て 、 必 要 な 管 理 を 行 わ な け れ ば な らな い 。

(掲 示 )

第 23条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 の 見

や す い 場 所 に 、 運 営 規 程 の 概 要 、 担 当 職 員 の 勤 務 の 体 制 そ の 他 の

利 用 申 込 者 の サ ー ビス の 選 択 に 資 す る と認 め られ る 重 要 事 項 を 掲

示 しな け れ ば な らな い 。

(秘 密 保 持 )

第 24条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 の 担 当 職 員 そ の 他 の 従 業 者 は 、 正

当 な 理 由 が な く 、 そ の 業 務 上 知 り得 た 利 用 者 又 は そ の 家 族 の 秘 密

を漏 ら して は な らな い 。

2 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 担 当職 員 そ の 他 の 従 業 者 で あ っ た

者 が 、 正 当 な 理 由 が な く、 そ の 業 務 上 知 り得 た 利 用 者 又 は そ の 家

族 の 秘 密 を漏 らす こ との な い よ う、 必 要 な 措 置 を 講 じな け れ ば な

らな い 。

3 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 サ ー ビ ス 担 当者 会 議 (第 32条 第 9

号 に 規 定 す る サ ー ビ ス 担 当者 会 議 を い う。 )等 に お い て 、 利 用 者

の 個 人 情 報 を 用 い る場 合 は利 用 者 の 同 意 を 、 利 用 者 の 家 族 の 個 人

情 報 を 用 い る場 合 は 当該 家 族 の 同 意 を 、 あ らか じめ 文 書 に よ り得

て お か な けれ ば な らな い 。

(広 告 )

第 25条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 に つ

い て 広 告 を す る場 合 に お い て は 、 そ の 内 容 が 虚 偽 又 は 誇 大 な も の

で あ つ て は な ら な い 。

(介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 等 か らの 利 益 収 受 の 禁 止 等 )

第 26条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 及 び 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 の 管

理 者 は 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 又 は 変 更 に 関 し、 当 該 指 定

介 護 予 防 支 援 事 業 所 の 担 当職 員 に 対 して 特 定 の 介 護 予 防 サ ー ビス



事 業 者 等 に よ る サ ー ビス を位 置 付 け る べ き 旨 の 指 示 等 を行 つ て は

な らな い 。

2 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 の 担 当 職 員 は 、 介 護 予 防 サ ー ビス 計 画

の 作 成 又 は 変 更 に 関 し、 利 用 者 に 対 して 特 定 の 介 護 予 防 サ ー ビス

事 業 者 等 に よ る サ ー ビ ス を利 用 す べ き 旨 の 指 示 等 を 行 つ て は な ら

な い 。

3 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 及 び そ の 従 業 者 は 、介 護 予 防 サ ー ビス

計 画 の 作 成 又 は 変 更 に 関 し、 利 用 者 に 対 して 特 定 の 介 護 予 防 サ ー

ビ ス 事 業 者 等 に よ るサ ー ビス を 利 用 させ る こ との 対 償 と して 、 当

該 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 等 か ら金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 を 収

受 して は な ら な い 。

(苦 情 解 決 )

第 27条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 自 ら提 供 した 指 定 介 護 予 防 支

援 又 は 自 らが 介 護 予 防 サ ー ビス 計 画 に位 置 付 け た 指 定 介 護 予 防 サ

ー ビス 等 (第 6項 に お い て 「指 定 介 護 予 防 支 援 等 」 とい う。 )に
対 す る利 用 者 又 は そ の 家 族 か らの 苦 情 に 迅 速 か つ 適 切 に 対 応 しな

けれ ば な らな い 。

2 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 前 項 の 苦 情 を 受 け 付 け た 場 合 は 、

当該 苦 情 の 内 容 等 を記 録 しな け れ ば な ら な い 。

3 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 自 ら提 供 した 指 定 介 護 予 防 支 援 に

関 し、 法 第 23条 の 規 定 に よ り市 が 行 う文 書 そ の 他 の 物 件 の 提 出 若

し くは 提 示 の 求 め 又 は 市 の 当該 職 員 か らの 質 問 若 し く は 照 会 に応

じ、 及 び 利 用 者 又 は 家 族 か らの 苦 情 に 関 して 市 が 行 う調 査 に 協 力

す る と と も に 、 市 か ら指 導 又 は 助 言 を 受 け た 場 合 に お い て は 、 当

該 指 導 又 は 助 言 に 従 つ て 必 要 な 改 善 を行 わ な けれ ば な らな い 。

4 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 市 か らの 求 め が あ っ た 場 合 に は 、

前 項 の 改 善 の 内 容 を 市 に 報 告 しな け れ ば な らな い 。

5 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 自 らが 介 護 予 防 サ ー ビス 計 画 に位

置 付 け た 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 又 は 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー

ビス (法 第 54条 の 2第 1項 に 規 定 す る指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ

ー ビス を い う。 )に 対 す る 苦 情 の 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 へ の 申

立 て に 関 して 、 利 用 者 又 は そ の 家 族 に 対 し必 要 な 援 助 を行 わ な け

れ ば な らな い 。

6 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 等 に 対 す る利 用
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者 又 は そ の 家 族 か ら の 苦 情 に 関 して 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 が 行

う法 第 176条 第 1項 第 3号 の 調 査 に 協 力 す る と と も に 、 自 ら提 供

した 指 定 介 護 予 防 支 援 に 関 して 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 か ら同 号

の 指 導 又 は 助 言 を 受 け た 場 合 に お い て は 、 当該 指 導 又 は 助 言 に 従

つ て 必 要 な 改 善 を 行 わ な け れ ば な らな い 。

7 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 か らの 求

め が あ っ た 場 合 に は 、 前 項 の 改 善 の 内 容 を 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合

会 に 報 告 し な け れ ば な らな い 。

(事 故 発 生 時 の 対 応 )

第 28条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 利 用 者 に 対 す る 指 定 介 護 予 防

支 援 の 提 供 に よ り事 故 が 発 生 した 場 合 に は 速 や か に 市 、 利 用 者 の

家 族 等 に 連 絡 を 行 う と と も に 、 必 要 な 措 置 を講 じな け れ ば な らな

い 。

2 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 前 項 の 事 故 の 状 況 及 び 事 故 に 際 し

て 採 つ た 処 置 に つ い て 記 録 しな け れ ば な らな い 。

3 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 第 1項 の 事 故 に よ る 損 害 の うち 、

当該 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 が 賠 償 す べ き も の に つ い て は 、 速 や

か に 賠 償 しな け れ ば な らな い 。

(会 計 の 区 分 )

第 29条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 ご と

に 経 理 を 区 分 す る と と も に 、 指 定 介 護 予 防 支 援 の 事 業 の 会 計 とそ

の 他 の 事 業 の 会 計 と を 区 分 しな け れ ば な らな い 。

(記 録 の 整 備 )

第 30条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 従 業 者 、 設 備 、 備 品 及 び 会 計

に 関 す る諸 記 録 を 整 備 して お か な け れ ば な らな い 。

2 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 利 用 者 に 対 す る指 定 介 護 予 防 支 援

の 提 供 に 関 す る次 の 各 号 に 掲 げ る 記 録 を整 備 し、 そ の 完 結 の 日か

ら 5年 間 保 存 しな け れ ば な ら な い 。

(1)第 32条 第 13号 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 等 と

の 連 絡 調 整 に 関 す る 記 録

(2)個 々 の 利 用 者 ご と に 次 に 掲 げ る事 項 を記 載 した 介 護 予 防 支

援 台 帳

ア  介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画

イ  第 32条 第 7号 に 規 定 す る ア セ ス メ ン トの 結 果 の 記 録



ウ 第 32条 第 9号 に 規 定 す る サ ー ビ ス 担 当者 会 議 等 の 記 録

工  第 32条 第 14号 に 規 定 す る評 価 の 結 果 の 記 録

オ  第 32条 第 15号 に 規 定 す る モ ニ タ リン グ の 結 果 の 記 録

(3)第 17条 に 規 定 す る 市 へ の 通 知 に係 る記 録

(4)第 27条 第 2項 に 規 定 す る苦 情 の 内 容 等 の 記 録

(5)第 28条 第 2項 に規 定 す る事 故 の 状 況 及 び 事 故 に 際 して 採 つ

た 処 置 に つ い て の 記 録

第 4章  介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る基 準

(指 定 介 護 予 防 支 援 の 基 本 取 扱 方 針 )

第 31条  指 定 介 護 予 防 支 援 は 、 利 用 者 の 介 護 予 防 (法 第 8条 の 2第

2項 に 規 定 す る 介 護 予 防 を い う。 以 下 同 じ。 )に 資 す る よ う行 わ

れ る と と も に 、 医 療 サ ー ビス との 連 携 に 十 分 配 慮 して 行 わ な けれ

ば な らな い 。

2 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 介 護 予 防 の 効 果 を 最 大 限 に発 揮 し、

利 用 者 が 生 活 機 能 の 改 善 を 実 現 す る た め の 適 切 な サ ー ビ ス を 選 択

で き る よ う、 日標 志 向 型 の 介 護 予 防 サ ー ビス 計 画 を 策 定 しな け れ

ば な らな い 。

3 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 自 らそ の 提 供 す る 指 定 介 護 予 防 支

援 の 質 の 評 価 を 行 い 、 常 に そ の 改 善 を 図 らな けれ ば な ら な い 。

(指 定 介 護 予 防 支 援 の 具 体 的 取 扱 方 針 )

第 32条  指 定 介 護 予 防 支 援 の 具 体 的 取 扱 方 針 は 、 第 3条 に 規 定 す る

基 本 方 針 及 び 前 条 に 規 定 す る基 本 取 扱 方 針 に も とづ き 、 次 に 掲 げ

る と こ ろ に よ る も の とす る。

(1)指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 所 の 管 理 者 は 、 担 当職 員 に 介 護 予 防

サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 に 関 す る業 務 を 担 当 させ る も の とす る。

(2)指 定 介 護 予 防 支 援 の 提 供 に 当 た つ て は 、 懇 切 丁 寧 に 行 うこ

と を 旨 と し、 利 用 者 又 は そ の 家 族 に 対 し、 サ ー ビ ス の 提 供 方 法

等 に つ い て 、 理 解 しや す い よ うに 説 明 を行 わ な け れ ば な らな い 。

(3)担 当職 員 は 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 に 当 た つ て は 、

利 用 者 の 自立 した 日常 生 活 の 支 援 を 効 果 的 に行 うた め 、 利 用 者

の 心 身 又 は 家 族 の 状 況 等 に応 じ、 継 続 的 か つ 計 画 的 に 指 定 介 護

予 防 サ ー ビ ス 等 の 利 用 が 行 わ れ る よ うに しな け れ ば な らな い 。

(4)担 当職 員 は 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 に 当 た っ て は 、

利 用 者 の 日常 生 活 全 般 を 支 援 す る観 点 か ら、 予 防 給 付 (法 第 18
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条 第 2号 に 規 定 す る 予 防 給 付 を い う。 以 下 同 じ。 )の 対 象 と な

る サ ー ビ ス 以 外 の 保 健 医 療 サ ー ビス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス 、 当 該 地

域 の 住 民 に よ る 自発 的 な 活 動 に よ る サ ー ビ ス 等 の 利 用 も含 め て

介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 上 に位 置 付 け る よ う努 め な け れ ば な ら な

い 。

(5)担 当職 員 は 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 の 開 始 に 当 た っ

て は 、利 用 者 に よ る サ ー ビ ス の 選 択 に 資 す る よ う、 当 該 地 域 に

お け る指 定 介 護 予 防 サ ー ビス 事 業 者 等 に 関 す る サ ー ビ ス 及 び 住

民 に よ る 自発 的 な 活 動 に よ る サ ー ビ ス の 内 容 、 利 用 料 等 の 情 報

を適 正 に利 用 者 又 は そ の 家 族 に 対 して 提 供 しな け れ ば な ら な い 。

(6)担 当職 員 は 、 介 護 予 防 サ ー ビス 計 画 の 作 成 に 当 た つ て は 、

適 切 な 方 法 に よ り、 利 用 者 に つ い て 、 そ の 有 して い る 生 活 機 能

や 健 康 状 態 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 等 を 把 握 した 上 で 、 次 に 掲

げ る項 目 ご と に 利 用 者 の 日常 生 活 の 状 況 を 把 握 し、 利 用 者 及 び

家 族 の 意 欲 及 び 意 向 を踏 ま え て 、 生 活 機 能 の 低 下 の 原 因 を 含 む

利 用 者 が 現 に 抱 え る 問 題 点 を 明 らか に す る と と も に 、 介 護 予 防

の 効 果 を最 大 限 に 発 揮 し、 利 用 者 が 自 立 した 日常 生 活 を 営 む こ

とが で き る よ うに 支 援 す べ き 総 合 的 な 課 題 を把 握 しな け れ ば な

らな い 。

ア  運 動 及 び 移 動

イ  家 庭 生 活 を 含 む 日常 生 活

ウ 社 会 参 加 並 び に 対 人 関 係 及 び コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

エ  健 康 管 理

(7)担 当職 員 は 、 前 号 に 規 定 す る解 決 す べ き課 題 の 把 握 (以 下

「ア セ ス メ ン ト」 とい う。 )に 当 た つ て は 、 利 用 者 の 居 宅 を 訪

問 し、 利 用 者 及 び そ の 家 族 に 面 接 して 行 わ な け れ ば な らな い 。

こ の 場 合 に お い て 、 担 当職 員 は 、 面 接 の 趣 旨 を利 用 者 及 び そ の

家 族 に 対 して 十 分 に 説 明 し、 理 解 を 得 な け れ ば な らな い 。

(8)担 当職 員 は 、 利 用 者 の 希 望 及 び 利 用 者 に つ い て の ア セ ス メ

ン トの 結 果 に 基 づ き 、 利 用 者 が 日標 とす る 生 活 、 専 門 的 観 点 か

らの 目標 と具 体 策 、 利 用 者 及 び そ の 家 族 の 意 向 、 そ れ ら を 踏 ま

え た 具 体 的 な 目標 、 そ の 日標 を 達 成 す る た め の 支 援 の 留 意 点 、

本 人 、 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 、 自発 的 な 活 動 に よ る サ ー

ビ ス を 提 供 す る 者 等 が 目標 を 達 成 す る た め に 行 うべ き 支 援 内 容
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及 び そ の 期 間 等 を 記 載 した 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 原 案 を 作 成

しな け れ ば な ら な い 。

(9)担 当職 員 は 、 サ ー ビス 担 当者 会 議 (担 当職 員 が 介 護 予 防 サ

ー ビス 計 画 の 作 成 の た め に介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 原 案 に位 置

付 け た 指 定 介 護 予 防 サ ー ビス 等 の 担 当 者 (以 下 「担 当者 」 とい

う。 )を 招 集 して 行 う会 議 を い う。 以 下 同 じ。 )の 開 催 に よ り、

利 用 者 の 状 況 等 に 関 す る情 報 を 担 当者 と共 有 す る と と も に 、 当

該 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 原 案 の 内 容 に つ い て 、 担 当 者 か ら、

専 門 的 な 見 地 か らの 意 見 を 求 め な け れ ば な らな い 。 た だ し、 や

む を得 な い 理 由 が あ る場 合 に つ い て は 、 担 当者 に 対 す る 照 会 等

に よ り意 見 を 求 め る こ とが で き る も の とす る。

(10)担 当職 員 は 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 原 案 に位 置 付 け た 指

定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に つ い て 、 保 険 給 付 の 対 象 とな る か ど う

か を 区 分 した 上 で 、 当該 介 護 予 防 サ ー ビス 計 画 の 原 案 の 内 容 に

つ い て 利 用 者 又 は そ の 家 族 に 対 して 説 明 し、 文 書 に よ り利 用 者

の 同 意 を得 な け れ ば な らな い 。

(11)担 当職 員 は 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 を 作 成 した 際 に は 、 当

該 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 を利 用 者 及 び 担 当者 に 交 付 しな け れ ば

な らな い 。

(12)担 当職 員 は 、 指 定 介 護 予 防 サ ー ビス 事 業 者 等 に 対 して 、 介

護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 に 基 づ き 、 介 護 予 防 訪 問 介 護 計 画 (福 島 県

指 定 介 護 予 防 サ ー ビス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に指

定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に係 る介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の

方 法 に 関 す る基 準 を 定 め る条 例 (平 成 24年 福 島 県 条 例 第 82号 。

以 下 「指 定 介 護 予 防 サ ー ビス 等 基 準 条 例 」 とい う。 )第 40条 第

2項 に 規 定 す る介 護 予 防 訪 問 介 護 計 画 を い う。 )等 指 定 介 護 予

防 サ ー ビス 等 基 準 条 例 に お い て 位 置 付 け られ て い る計 画 の 作 成

を 指 導 す る と と も に 、 サ ー ビス の 提 供 状 況 や 利 用 者 の 状 態 等 に

関 す る報 告 を 少 な く と も 1月 に 1回 、 聴 取 しな け れ ば な らな い 。

(13)担 当職 員 は 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 した 後 は 、 介 護

予 防 サ ー ビス 計 画 の 実 施 状 況 の 把 握 (利 用 者 に つ い て の 継 続 的

な ア セ ス メ ン トを含 む 。 )を 行 い 、 必 要 に 応 じて 介 護 予 防 サ ー

ビス 計 画 の 変 更 、 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 等 との 連 絡 調 整

そ の 他 の 便 宜 の 提 供 を行 わ な け れ ば な らな い 。
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(14)担 当職 員 は 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 に位 置 付 け た 期 間 が 終

了 す る と き は 、 当 該 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 目標 の 達 成 状 況 に

つ い て 評 価 しな け れ ば な らな い 。

(15)担 当職 員 は 、 第 13号 に 規 定 す る 実 施 状 況 の 把 握 (以 下 「モ

ニ タ リン グ 」 とい う。 )に 当 た つ て は 、 利 用 者 及 び そ の 家 族 並

び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビス 事 業 者 等 との 連 絡 を継 続 的 に 行 う こ

と と し、 特 段 の 事 情 の な い 限 り、 次 に 定 め る と こ ろ に よ ら な け

れ ば な らな い 。

ア  少 な く と もサ ー ビ ス の 提 供 を 開 始 す る月 の 翌 月 か ら起 算 し

て 3月 に 1回 及 び サ ー ビス の 評 価 期 間 が 終 了 す る 月 並 び に利

用 者 の 状 況 に 著 しい 変 化 が あ つ た と き は 、 利 用 者 の 居 宅 を訪

問 し、 利 用 者 に 面 接 す る こ と。

イ  利 用 者 の 居 宅 を訪 問 しな い 月 に お い て は 、 可 能 な 限 り、 指

定 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所 (指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 条

例 第 97条 第 1項 に 規 定 す る指 定 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所 (指

定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 条 例 第 117条 を い う。 )又 は 指 定

介 護 予 防 通 所 リハ ビ リテ ー シ ョ ン事 業 所 (指 定 介 護 予 防 サ ー

ビ ス 等 基 準 条 例 第 117条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 通 所

リハ ビ リテ ー シ ョ ン事 業 所 を い う。 ))を 訪 問 す る 等 の 方 法

に よ り利 用 者 に 面 接 す る よ う努 め る と と も に 、 当 該 面 接 が で

き な い 場 合 に あ っ て は 、 電 話 等 に よ り利 用 者 との 連 絡 を 実 施

す る こ と。

ウ 少 な く と も 1月 に 1回 、 モ ニ タ リン グ の 結 果 を 記 録 す る こ

と。

(16)担 当職 員 は 、 次 に 掲 げ る場 合 に お い て は 、 サ ー ビ ス 担 当者

会 議 の 開 催 に よ り、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 変 更 の 必 要 性 に つ

い て 、 担 当 者 か ら、 専 門 的 な 見 地 か らの 意 見 を 求 め な け れ ば な

らな い 。 た だ し、 や む を 得 な い 理 由 が あ る場 合 に つ い て は 、 担

当 者 に 対 す る 照 会 等 に よ り意 見 を 求 め る こ とが で き る も の とす

る。

ア  要 支 援 認 定 を 受 け て い る利 用 者 が 法 第 33条 第 2項 に 規 定 す

る 要 支 援 更 新 認 定 を 受 け た 場 △
″ 口

イ  要 支 援 認 定 を 受 け て い る利 用 者 が 法 第 33条 の 2第 1項 に 規

定 す る 要 支 援 状 態 区 分 の 変 更 の 認 定 を受 け た 場 合
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(17)第 3号 か ら第 12号 ま で の 規 定 は 、 第 13号 に 規 定 す る介 護 予

防 サ ー ビス 計 画 の 変 更 に つ い て 準 用 す る。

(18)担 当職 員 は 、 適 切 な保 健 医 療 サ ー ビス 及 び 福 祉 サ ー ビス が

総 合 的 か つ 効 率 的 に 提 供 され た 場 合 に お い て も 、 利 用 者 が そ の

居 宅 に お い て 日常 生 活 を 営 む こ とが 困 難 とな つ た と認 め る場 合

又 は利 用 者 が 介 護 保 険 施 設 へ の 入 院 若 し くは 入 所 を希 望 す る場

合 に は 、利 用 者 の 要 介 護 認 定 に 係 る 申請 に つ い て 必 要 な 支 援 を

行 い 、 介 護 保 険 施 設 へ の 紹 介 そ の 他 の 便 宜 の 提 供 を行 わ な け れ

ば な らな い 。

(19)担 当職 員 は 、 介 護 保 険 施 設 等 か ら退 院 又 は 退 所 し よ う とす

る要 支 援 者 か ら依 頼 が あ っ た 場 合 に は 、 居 宅 に お け る 生 活 へ 円

滑 に移 行 で き る よ う、 あ らか じめ 、 介 護 予 防 サ ー ビス 計 画 の 作

成 等 の援 助 を 行 う も の とす る。

(20)担 当職 員 は 、 利 用 者 が 介 護 予 防 訪 問 看 護 (法 第 8条 の 2第
4項 に 規 定 す る介 護 予 防 訪 問 介 護 を い う。 以 下 同 じ。 )、 介 護

予 防 通 所 リハ ビ リテ ー シ ョ ン (同 条 第 8項 に 規 定 す る介 護 予 防

通 所 リハ ビ リテ ー シ ョン を い う。 以 下 同 じ。 )等 の 医 療 サ ー ビ

ス の 利 用 を 希 望 して い る場 合 そ の 他 必 要 な 場 合 に は 、 利 用 者 の

同 意 を 得 て 主 治 の 医 師 又 は 歯 科 医 師 (以 下 「主 治 の 医 師 等 」 と

い う。 )の 意 見 を 求 め な け れ ば な らな い 。

(21)担 当職 員 は 、 介 護 予 防 サ ー ビス 計 画 に 介 護 予 防 訪 問 看 護 、

介 護 予 防 通 所 リハ ビ リテ ー シ ョ ン等 の 医 療 サ ー ビ ス を位 置 付 け

る場 合 に あ っ て は 、 当 該 医 療 サ ー ビ ス に係 る 主 治 の 医 師 等 の 指

示 が あ る場 合 に 限 り これ を行 う も の と し、 医 療 サ ー ビ ス 以 外 の

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 を位 置 付 け る場 合 に あ つ て は 、 当 該 指

定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 主 治 の 医 師 等 の 医 学 的 観 点 か らの

留 意 事 項 が 示 され て い る と き は 、 当 該 留 意 事 項 を 尊 重 して これ

を 行 わ な けれ ば な らな い 。

(22)担 当職 員 は 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 に介 護 予 防 短 期 入 所 生

活 介 護 (法 第 8条 の 2第 9項 に 規 定 す る介 護 予 防 短 期 入 所 生 活

介 護 を い う。 以 下 同 じ。 )又 は 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 (同

条 第 10項 に 規 定 す る介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 を い う。 以 下 同

じ。 )を 位 置 付 け る場 合 に あ っ て は 、 利 用 者 の 居 宅 に お け る 自

立 した 日常 生 活 の 維 持 に 十 分 に 留 意 す る も の と し、利 用 者 の 心
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身 の 状 況 等 を 勘 案 して 特 に 必 要 と認 め られ る 場 合 を 除 き 、 介 護

予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 及 び 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 を利 用 す

る 日数 が 要 支 援 認 定 の 有 効 期 間 の お お む ね 半 数 を 超 え な い よ う

に しな け れ ば な ら な い 。

(23)担 当職 員 は 、 介 護 予 防 サ ー ビス 計 画 に 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸

与 (法 第 8条 の 2第 12項 に 規 定 す る 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 を い

う。 以 下 同 じ。 )を 位 置 付 け る場 合 に あ つ て は 、 そ の 利 用 の 妥

当 性 を検 討 し、 当 該 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 に 介 護 予 防 福 祉 用 具

貸 与 が 必 要 な 理 由 を 記 載 す る と と も に 、 必 要 に 応 じて 随 時 、 サ

ー ビス 担 当者 会 議 を 開 催 し、 そ の 継 続 の 必 要 性 に つ い て 検 証 を

した 上 で 、 継 続 が 必 要 と認 め る 場 合 に は そ の 理 由 を 当 該 介 護 予

防 サ ー ビ ス 計 画 に 記 載 しな け れ ば な らな い 。

(24)担 当職 員 は 、 介 護 予 防 サ ー ビス 計 画 に 特 定 介 護 予 防 福 祉 用

具 販 売 (法 第 8条 の 2第 13項 に 規 定 す る 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具

販 売 を い う。 以 下 同 じ。 )を 位 置 付 け る場 合 に あ つ て は 、 そ の

利 用 の 妥 当性 を 検 討 し、 当該 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 に 特 定 介 護

予 防 福 祉 用 具 販 売 が 必 要 な 理 由 を 記 載 しな け れ ば な らな い 。

(25)担 当職 員 は 、 利 用 者 が 提 示 す る被 保 険 者 証 に 、 法 第 73条 第

2項 に 規 定 す る認 定 審 査 会 意 見 又 は 法 第 37条 第 1項 の 規 定 に よ

る指 定 に係 る 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 種 類 若 し く は 地 域 密 着 型 介 護

予 防 サ ー ビ ス の 種 類 に つ い て の 記 載 が あ る場 合 に は 、 利 用 者 に

そ の 趣 旨 (同 項 の 規 定 に よ る指 定 に係 る介 護 予 防 サ ー ビ ス 若 し

く は 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 種 類 に つ い て は 、 そ の 変 更

の 申請 が で き る こ と を 含 む 。 )を 説 明 し、 理 解 を 得 た 上 で 、 そ

の 内 容 に 沿 つ て 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 を 作 成 しな け れ ば な らな

い 。

(26)担 当職 員 は 、 要 支 援 認 定 を 受 け て い る利 用 者 が 要 介 護 認 定

を 受 け た 場 合 に は 、 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 と 当該 利 用 者 に係

る 必 要 な 情 報 を 提 供 す る 等 の 連 携 を 図 らな け れ ば な ら な い 。

(介 護 予 防 支 援 の 提 供 に 当 た っ て の 留 意 点 )

第 33条  介 護 予 防 支 援 の 実 施 に 当 た つ て は 、 介 護 予 防 の 効 果 を 最 大

限 に 発 揮 で き る よ う次 に 掲 げ る事 項 に 留 意 しな け れ ば な らな い 。

(1)単 に 運 動 機 能 や 栄 養 状 態 、 日 こ う機 能 とい っ た 特 定 の 機 能

等 の 改 善 の み を 目指 す も の で は な く 、 これ ら の機 能 の 改 善 及 び
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環 境 の 調 整 等 を 通 じて 、 利 用 者 の 日常 生 活 の 自立 の た め の 取 組

を総 合 的 に 支 援 す る こ とに よ つ て 生 活 の 質 の 向 上 を 目指 す こ と。

(2)利 用 者 に よ る 主 体 的 な 取 組 を 支 援 し、 常 に利 用 者 の 生 活 機

能 の 向 上 に 対 す る意 欲 を 高 め る よ う支 援 す る こ と。

(3)具 体 的 な 日常 生 活 に お け る行 為 に つ い て 、 利 用 者 の 状 態 の

特 性 を 踏 ま え た 日標 を 、 期 間 を 定 め て 設 定 し、 利 用 者 、 サ ー ビ

ス 提 供 者 等 と と も に 日標 を 共 有 す る こ と。

(4)利 用 者 の 自立 を最 大 限 に 引 き 出 す 支 援 を行 う こ と を 基 本 と

し、 利 用 者 の で き る行 為 は 、 可 能 な 限 り本 人 が 行 うよ う配 慮 す

る こ と。

(5)サ ー ビス 担 当者 会 議 等 を 通 じて 、 多 くの 種 類 の 専 門 職 の 連

携 に よ り、 地 域 に お け る様 々 な 予 防 給 付 の 対 象 と な る サ ー ビス

以 外 の 保 健 医 療 サ ー ビス 又 は 福 祉 サ ー ビス 、 当 該 地 域 の 住 民 に

よ る 自発 的 な 活 動 に よ る サ ー ビ ス 等 の 利 用 も含 め て 、 介 護 予 防

に 資 す る取 組 を積 極 的 に 活 用 す る こ と。

(6)地 域 支 援 事 業 (法 第 115条 の 45に 規 定 す る 地 域 支 援 事 業 を

い う。 )及 び 介 護 給 付 (法 第 18条 第 1号 に 規 定 す る介 護 給 付 を

い う。 )と 連 続 性 及 び 一 貫 性 を 持 つ た 支 援 を行 う よ う配 慮 す る

こ と。

(7)介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 策 定 に 当 た つ て は 、 利 用 者 の 個 別

性 を 重 視 した 効 果 的 な も の とす る こ と。

(8)機 能 の 改 善 の 後 に つ い て もそ の 状 態 の 維 持 へ の 支 援 に 努 め

る こ と。

第 5章  基 準 該 当 介 護 予 防 支 援 に 関 す る 基 準

(準 用 )

第 34条  第 3条 及 び 第 2章 か ら前 章 (第 27条 第 6項 及 び 第 7項 を 除

く。 )ま で の 規 定 は 、 基 準 該 当介 護 予 防 支 援 の 事 業 に つ い て 準 用

す る。 こ の 場 合 に お い て 、 第 6条 第 1項 中 「第 19条 」 と あ る の は

「第 34条 に お い て 準 用 す る第 19条 」 と、 第 12条 中 「指 定 介 護 予 防

支 援 (法 第 58条 第 4項 の 規 定 に 基 づ き 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費

(同 条 第 2項 に 規 定 す る る介 護 予 防 サ ー ビス 計 画 費 を い う。 以 下

同 じ。 )が 当該 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 に 支 払 わ れ る場 合 に係 る

も の を 除 く。 )」 とあ る の は 「基 準 該 当 介 護 予 防 支 援 」 と、 「介

護 予 防 サ ー ビス 計 画 費 の 額 」 とあ る の は 「法 第 59条 第 3項 に 規 定
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す る 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 の 額 」 と読 み 替 え る も の とす る。

第 6章  雑 則

(委 任 )

第 35条   こ の 条 例 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 規 則 で 定

め る。

附  則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日か ら施 行 す る。
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南 相 馬 市 介 護 保 険 法 に 基 づ き 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 設 置 者

が 遵 守 す べ き 基 準 に 関 す る 条 例 (素 案 )

(趣 旨 )

第 1条  こ の 条 例 は 、 介 護 保 険 法 (平 成 9年 法 律 第 123号 。 以 下

「法 」 と い う。 )第 H5条 の 46第 5項 の 規 定 に 基 づ き 、 地 域 包 括

支 援 セ ン タ ー の 設 置 者 が 遵 守 す べ き 基 準 を 定 め る も の とす る。

(定 義 )

第 2条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る。

(1)包 括 的 支 援 事 業  法 第 H5条 の 46第 1項 に 規 定 す る 包 括 的

支 援 事 業 を い う。

(2)地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  法 第 H5条 の 46第 1項 に 規 定 す る

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー を い う。

(3)第 1号 被 保 険 者  法 第 9条 第 1号 に 規 定 す る 第 1号 被 保 険

者 を い う。

(基 本 方 針 )

第 3条  地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー は 、 第 5条 第 1項 各 号 に 掲 げ る職 員

が 協 働 して 包 括 的 支 援 事 業 を 実 施 す る こ と に よ り、 各 被 保 険 者 の

心 身 の 状 況 、 そ の 置 か れ て い る環 境 等 に応 じて 、 法 第 24条 第 2項

に 規 定 す る介 護 給 付 等 対 象 サ ー ビ ス そ の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又

は 福 祉 サ ー ビ ス 、 権 利 擁 護 の た め の 必 要 な 援 助 等 を利 用 で き る よ

うに 導 き 、 各 被 保 険 者 が 可 能 な 限 り、 住 み 慣 れ た 地 域 に お い て 自

立 した 日常 生 活 を 営 む こ とが で き る よ うに しな け れ ば な ら な い 。

(運 営 に係 る基 準 )

第 4条  地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー は 、 南 相 馬 市 介 護 保 険 条 例 (平 成 18

年 条 例 第 136号 )第 2条 に 規 定 す る 南 相 馬 市 介 護 保 険 運 営 協 議 会

(以 下 「運 営 協 議 会 」 とい う。 )の 意 見 を踏 ま え て 、 適 切 、 公 正

か つ 中 立 な 運 営 を確 保 しな け れ ば な ら な い 。

(職 員 に 係 る基 準 及 び 当 該 職 員 の 員 数 )

第 5条  1の 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー が 担 当 す る 区 域 に お け る第 1号

被 保 険 者 の 数 が お お む ね 3,000人 以 上 6,000人 未 満 ご と に 置 くべ き

専 らそ の 職 務 に 従 事 す る 常 勤 の 職 員 の 員 数 は 、 原 則 と して 次 の と

お り とす る。

(1)保 健 師 そ の 他 これ に 準 ず る者   1人



(2)社 会 福 祉 士 そ の 他 これ に 準 ず る者   1人
(3)主 任 介 護 支 援 専 門 員 (介 護 保 険 法 施 行 規 則 (平 成 H年 厚 生

省 令 第 36号 )第 140条 の 68第 1項 に 規 定 す る 主 任 介 護 支 援 専 門

員 研 修 を修 了 した 者 を い う。 )そ の 他 これ に 準 ず る者   1人
2  前 項 の 規 定 に か か わ らず 、 地 理 的 条 件 そ の 他 の 条 件 を 勘 案 し

て 特 定 の 生 活 圏 域 に 、 1の 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー を設 置 す る こ と

が 必 要 で あ る と運 営 協 議 会 で 認 め られ た 場 合 は 、 当 該 地 域 包 括 支

援 セ ン タ ー に 置 くべ き職 員 及 び そ の 員 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る第

1号 被 保 険 者 数 の 区 分 に 応 じ、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る こ

とが で き る。

(1)お お む ね 1,000人 未 満   前 項 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち か ら

1人 又 は 2人

(2)お お む ね 1,000人 以 上 2,000人 未 満  前 項 各 号 に 掲 げ る者 の

うち か ら 2人 (う ち 1人 は 、 専 らそ の 職 務 に 従 事 す る 常 勤 の 職

員 とす る。 )

(3)お お む ね 2,000人 以 上 3,000人 未 満  専 らそ の 職 務 に 従 事 す

る 常 勤 の 前 項 第 1号 に 掲 げ る者 1人 及 び 専 らそ の 職 務 に 従 事 す

る 常 勤 の 同 項 第 2号 又 は 第 3号 に 掲 げ る者 の い ず れ か 1人

(委 任 )

第 6条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 規 則 で 定 め る。

附  則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日か ら施 行 す る。


